（案）

令和８年度静岡県消防防災ヘリコプター運航整備業務委託契約書

　静岡県（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間に次のとおり委託契約を締結する。

　（目的）

第１条　甲は、別紙「令和８年度静岡県消防防災ヘリコプター運航整備業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に定める業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。

　（委託期間）

第２条　この委託期間は、令和８年４月1日から令和９年３月31日までとする。

　（委託費）

第３条　甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。）として、金　　　　　円（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　　　　　円）を支払うものとする。

２　前項の委託費は、月額を金　　　　　円とする。

第４条　乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは、請　　　け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。

　（委託業務の調査等）

第５条　甲は必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、また、乙に報告を求め　　　ることができるものとする。

　（指示）

第６条　甲は、乙に対し委託業務の実施に関する必要な指示をすることができる。

　（委託業務内容の変更等）

第７条　甲は、必要あるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させる　　　ことができる。この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、　　　甲乙が協議して決定するものとする。

２　甲は、乙の責めに帰すべき理由により、委託業務の内容に変更があると判断したときは、甲乙協議のうえ、その影響額を委託費に反映できるものとする。

（契約の解除）

第８条　甲は、次の場合、この契約を解除することができるものとする。

　 (1)　乙の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない　

　　  と認めたとき。

　 (2)　乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。

　 (3)　乙が正当な理由がないのに、甲の指示に従わないとき。

　 (4)　乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。

　 (5)　乙が次のアからキに該当するとき。

　　　ア　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号。以下「法」という。)第２条第２号に該当する団体(以下「暴力団」という。)。

　　　イ　個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者。

　　　ウ　法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者。

　　　エ　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者。

　　　オ　暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者。

　　　カ　暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。

　　　キ　相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者。

２　甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。

３　第１項各号のいずれかに該当したときは、甲は乙に対して委託費の全部又は一部を支払わず、また、これに関する一切の責めを負わないものとする。

　（損害賠償責任）

第９条　乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければ  　　ならない。ただし、賠償にあたっては仕様書に記載の甲が加入する航空保険の使用を可とする。

　 (1)　乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。

　 (2)　前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。

２　甲の責めに帰すべき理由により損害が生じたときは、甲が賠償するものとする。

　（操縦士、整備士及び運航安全管理者名簿）

第10条　乙は、この契約の締結後速やかに仕様書に定める操縦士、整備士及び運航安全管理者名簿を甲に提出し、承認を受けなくてはならない。

２　乙は、前項の規定により承認を受けた後、事情により内容を変更するときは、速やかに変更後の操縦士、整備士及び運航安全管理者名簿を甲に提出し、承認を受けなくてはならない。

（委託業務完了報告等）

第11条　乙は、毎月の委託業務の終了後、委託業務完了報告書を速やかに甲に提出し、甲の承認を受けなくてはならない。

　（委託費の支払）

第12条　乙は、前条に規定する承認を受けた後、当該月分の委託費の請求を、甲に対し行うものとする。

２　甲は、前項の支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。

　（秘密の保持）

第13条　乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

　（履行期限遅滞の違約金）

第14条　乙は、乙の責めに帰すべき理由により、第２条の委託期間内に委託業務を実施する 　　　ことができない場合は、遅滞日数１日につき、契約金額の1,000分の１に相当する額　　　 の遅滞違約金を甲に支払うものとする。

　（合意管轄）

第15条　この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意       する。

　（定めのない事項の処理）

第16条　この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定する　　　 ものとする。

　上記の契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

　ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者が総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成15年総務省令第48号）第２条第２項第１号に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
   令和　　年　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　静岡市葵区追手町９番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県知事　鈴木　康友　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和８年度静岡県消防防災ヘリコプター運航整備業務委託仕様書
１　総則

　　本仕様書は、静岡県（以下「甲」という。）が所有するレオナルド式ＡＷ１３９型ヘリコプター（以下「消防防災ヘリコプター」という。）の運航整備業務（以下「委託業務」という。）を受託者（以下「乙」という。）に委託するに当たって必要な事項を定めるものである。

２　消防防災ヘリコプターの任務

　　航空機は、次に掲げる活動で、航空機の特性を十分活用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航するものとする。
(1) 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第２号に規定する防災のための活動

(2) 消防組織法（昭和22年法律第226号）第１条に規定する任務に関し、静岡県内の市町長からの要請に基づく支援のための活動

(3) 県内政令市又は近隣県等と締結した消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定に基づき、県内政令市又は近隣県等の要請があった場合の応援のための活動
(4) 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(昭和61年５月30日付消防救第61号)及び緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年３月31日付消防広第74号）に基づき、消防庁長官の要請があった場合の応援のための活動

(5) 訓練のための活動

(6) その他、甲が必要と認める活動
３　委託業務の実施場所

　　委託業務の実施場所は、静岡県内において令和８年度静岡県消防防災ヘリコプター運航整備業務委託仕様書５(15)に定める条件を満たす施設（以下「運航基地」という。）とする。

ただし、消防防災ヘリコプターの操縦、消防防災ヘリコプターに搭乗して行う整備点検及び整備工場等において行う整備点検の業務及び、その技能を必要とする会議等への同行については、この限りではない。

４　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
５　委託業務の内容

　　委託業務の内容は次のとおりとする。

　(1）運航

　　　乙は、航空法第73条から第75条の規定による場合を除き、甲の指示に従い、次の

　　条件の下で消防防災ヘリコプターを安全に運航すること。

なお、委託期間中は、原則として二人操縦士体制による運航を行うものとする。　　

ア　運　　航　…　乙は、運航を休止する必要のある整備点検のための期間中を除い

　　　　　　　　　　て、運航が可能な状態を確保し、契約期間中300時間程度飛行する。

　　イ　運航時間　…　午前８時30分から午後５時15分まで、緊急運航の場合はこれに日

の出から日没までを加える。

ただし、緊急運航を前提とした訓練及び甲が人命救助の観点から特

に必要と認める場合はこの限りではない。

　　ウ　運航体制　…　乙は、上記ア項の運航可能期間において消防防災ヘリコプターを運航するために次の条件を満足する運航要員を確保すること。

　　（ア）操縦士　…　消防防災ヘリコプターの操縦資格を有し、かつ、その運航目的が遂行できる技量を有する操縦士２名が甲の指定する場所に勤務すること。

（イ）確認整備士　…　消防防災ヘリコプターの整備資格を有する整備士１名及び整備員１名が甲の指定する場所に勤務すること。

（ウ）運航安全管理者　…　消防防災ヘリコプターの運航その他消防防災業務に関する専門的な知見を有し、消防防災ヘリコプターの運航に係る運航管理業務及び運航に関する助言を行うとともに、安全対策に関する事務を行うことができる運航安全管理者１名が甲の指定する場所に勤務すること。

　　（エ）その他　…　乙は、消防防災ヘリコプターを運航するために要員について変更が必要と判断した場合は甲乙協議の上変更できるものとする。

　(2) 整備点検

乙は、消防防災ヘリコプターに搭乗して行う整備等特別の場合を除き、運航基地において整備点検を行い、消防防災ヘリコプターが速やかに出動できる体制を確保するものとする。

　(3) 運航管理

乙は、消防防災ヘリコプターが円滑に活動できるよう、気象及び航空情報の収集、分析等の安全管理、飛行計画の届出、飛行日誌及び整備日誌等の整理保管、運航及び整備に関して必要な事務を行うとともに航空法に基づく各種申請の支援を行うものとする。

　(4) 消防防災ヘリコプターの運航に対する助言

　　　乙は、消防防災ヘリコプターの安全な運航を図るため、飛行に関しての必要な安全管理、安全対策情報の収集及び消防防災ヘリコプターの整備状況の把握、情報収集を行い、静岡県消防防災ヘリコプター運航管理要綱第６条第２項に定める運航責任者（以下「運航責任者」という。）に運航承認に係る助言を行うともに、消防防災ヘリコプター運航時には操縦士、航空消防活動指揮者及び運航責任者等に必要な助言を行うものとする。

　(5) 航空消防活動の実施に関する助言及び安全管理の推進

　　　乙は、運航安全管理に関する調査研究を行い、航空消防活動上の安全に関する助言、情報提供を行うとともに、静岡県消防防災航空隊安全推進連絡会の開催支援を行い安全管理の徹底を図るものとする。また、緊急消防援助隊の受援時においては、他県等防災ヘリコプターに対する安全管理情報等の提供、助言を行うものとする。

　(6) 訓練計画の作成、調査研究、修正

　　　乙は、航空隊としての任務遂行能力を維持・向上させるための教育訓練等基本計画及び教育訓練等実施計画の立案及び提案を行うとともに、訓練計画に関する調査研究を行い、修正に関しての立案、提案を行うものとする。

　(7) 教育訓練

　　　乙は、航空隊、操縦士、整備士等の技量維持及び向上を図るために必要な教育訓練等基本計画等に基づく次に掲げる教育訓練等の実施支援を行うものとする。

　　・航空隊に対する運航及び航空安全に関する教育訓練

　　・安全かつ効率的な運航のためのＣＲＭ等を円滑に実施するための訓練

　　・消防防災ヘリコプターに搭乗する操縦士の操縦技能の習得維持に必要な飛行訓練

　　・整備士等の技能維持、向上を図るための訓練

　　・消防防災ヘリコプターに搭乗する操縦士の操縦技能確認

(8) 操縦士のシミュレーターを用いた緊急操作訓練

　　　乙は、消防防災ヘリコプターの運航の安全性の向上を図るため、次のとおり操縦士に対してシミュレーターを用いた緊急操作訓練（以下「シミュレーター訓練」という。）を行うものとする。

ア　実施人数　…　乙は、様式１に記載された操縦士のうち、２名に対してシミュレーター訓練を実施すること。乙は、変更が必要と判断した場合は甲乙協議の上、実施人数を変更できるものとする。

イ　実施場所　…　乙は、シミュレーター訓練を牧之原市坂口のFUJI TRAINING ACADEMYにおいて実施すること。乙は、変更が必要と判断した場合は甲乙協議の上、実施場所を変更できるものとする。

ウ　訓練内容　…　操縦士１名当たり、座学２時間、飛行訓練装置（ＦＴＤ）２時間１回、模擬飛行装置（ＦＦＳ）２時間３回とする。乙は、変更が必要と判断した場合は甲乙協議の上、訓練内容を変更できるものとする。

エ　実施計画　…　乙は、シミュレーター訓練を実施しようとするときは、事前に実施計画を作成し、甲に提出し、甲の承認を受けなくてはならない。乙は、実施計画の承認を受けた後、事情により実施計画の内容を変更するときは、速やかに変更後の実施計画を甲に提出し、承認を受けなくてはならない。

オ　実績報告　…　乙は、上記エ項の規定により承認を受けた実施計画の全てのシミュレーター訓練の完了後、契約書第11条の規定にかかわらず、シミュレーター訓練完了に係る実績報告を速やかに甲に提出し、甲の承認を受けなくてはならない。
　(9) 航空消防活動従事者の健康管理その他必要と認める事項に関する助言

　　　乙は、航空隊隊員、操縦士、整備士等の航空消防活動従事者の健康状態の把握に努め、必要に応じて健康教育支援を行うものとする。また、毎日のアルコール検査を実施し、アルコールに関する基礎教育を行うものとする。

　(10)技術管理

　　　乙は、航空局が発行するＴＣＤ等又はメーカー等が発行するマニュアル及び技術資

　　料等の管理・保管について、設計者、製造者等が必要として指定する保管環境と必要

　　な容積を備えた施設で行うものとする。

　　(11)機体及び特殊装備品管理

乙は、消防防災ヘリコプターを定置する格納庫及び機体装備品等の格納場所を確保し、機体及び機体装備品等の善良な保守管理を行うものとする。

  (12)部品管理

　　　乙は、甲が所有する部品の管理・保管について、設計者、製造者等が必要として指

　　定する保管環境と必要な容積を備えた施設で行うものとする。

　(13)計測機器

　　　乙は、甲が所有する計測機器の管理・保管について、設計者、製造者等が必要とし

　　て指定する保管環境と必要な容積を備えた施設で行うものとする。

　(14)特殊工具

　　　乙は、甲が所有する特殊工具の管理・保管について、設計者、製造者等が必要とし

　　て指定する保管環境と必要な容積を備えた施設で行うものとする。

(15)施設等の使用

乙は、甲の職員等16名が業務を行うための事務所、消防防災ヘリコプターを格納するための格納庫、機体装備品等の保管のための場所及び甲の緊急自動車の駐車場等を用意すること。

借用する面積等は別紙を参照すること。

  (16)その他

乙は、甲の求めに対し可能な範囲で、甲の職員に航空法等消防防災ヘリコプターの安全な運航に係る基礎的知識を習得させること。

　　　また、乙は運航休止期間において、甲の求めに応じて、消防防災ヘリコプターの運航に関わる関連諸作業、会議並びに調査等を行うことの出来る操縦士及び整備士を待機させるものとする。

６　緊急呼出し

　　　乙は、勤務時間外であっても、甲の指定する職員から災害発生等により緊急運航が

　　必要である旨の通知があったときに備え、連絡体制及び運航体制を確保しておくもの

　　とする。

７　安全確保

乙は、甲の管理の下、航空法等関係法令及び甲の指示に従い消防防災ヘリコプターの運航について、常に安全の確保に努めなければならないものとする。

８　航空保険

　　　甲は次に掲げる航空保険に加入するものとする。なお、甲は加入する航空保険の内容

　　を変更しようとするときは、事前に乙に協議をするものとする。
　(1) 機体保険　7億6,800万円

　　　　乙に対する求償権不行使特約を付す。

　(2) 第三者・乗客包括賠償保険　100億円

　　　　乙が甲に対して負うべき損害賠償責任をてん補する追加被保険者特約及び吊下げ危険担保特約を付す。

　(3) 搭乗者傷害保険　5,000万円×15名

９　委託業務に含まれない業務の経費について

　　次に掲げる業務については、委託業務に含まれないものとし、乙は別途契約の締結と

　費用の請求を甲に求めることができる。

　(1) 300時間点検及びこれを超える定時点検

　(2) 限界使用時間（暦日）の定められた部品又は装備品等の費用及び交換費用

　(3) 耐空検査及び無線検査に係る整備費用、部品費用及び申請費用

　(4) 航空局やメーカーからの指示に基づく技術改善点検に要する費用

　　  ＊通常の整備の中で可能な目視点検等を除く

　(5) 機体不具合に伴う整備費用及び部品費用

      ＊確認整備士が通常の待機時間中に作業を行う、小規模な部品交換の整備費用を除く

　(6) 乙が運航基地において実施する整備点検に係る部品費用

　(7) 航空機燃料費及び航空機潤滑油費

　(8) 飛行場外離着陸場の調査、申請事務の代行経費

　(9) 運航資機材の整備に要する経費

　(10)夜間飛行訓練及び日の出前又は日没後の運航に要する経費

　(11)その他特別に甲の指示により実施した業務に関する経費
別紙
借用面積の概要

１　格納庫

消防防災ヘリコプターの機体のほか、装備品、地上支援資機材、補用部品、非常用発電機を収納　できるスペースを借用する。

２　事務室

　　16名（甲の職員11名、操縦士２名、整備士２名及び運航安全管理者１名）が勤務でき、事務に必要な備品が設置できるスペース80㎡以上を借用する。

　　冷暖房の設備を有し、湯沸かし施設が使用できるものであること。

３　資機材倉庫

　　救急救助用資機材が収納できるスペース20㎡以上を借用する。

４　駐車場

　　赤色灯を装備した４輪駆動車（車高2.2ｍ　全幅1.8ｍ　全長4.8ｍ程度）１台を

　収容することのできる駐車場を借用する。

５　その他

　　シャワー施設、トイレ、洗濯機が利用できること。

　　格納庫、事務室、資機材倉庫の維持管理、光熱水費に係る経費は委託契約費に含まれ

　るものとする。

　　格納庫、事務室、資機材倉庫の維持管理に係わる蛍光灯等、設備に付帯した部品及び

　交換費用は委託契約額に含まれるものとする。
令和　　年　　月　　日

静岡県知事　様

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　印

操縦士、整備士及び運航安全管理者名簿

令和　年　月　日付けで契約した静岡県消防防災ヘリコプター運航整備業務委託について、委託契約第10条に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　操縦士
	氏　名
	資　　格

	
	

	
	

	
	

	
	


２　整備士
	氏　名
	資　　格

	
	

	
	

	
	

	
	


３　運航安全管理者
	氏　名
	資　　格

	
	

	
	


